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(57)【要約】
　患者の健康状態及び診療記録に基づいて追加検査を提
案する方法は、ユーザインターフェースを介して、患者
の診療記録を入力するステップと、複数の健康センサを
介して、患者の健康パラメータを取得するステップと、
取得した健康パラメータに基づいて、患者の健康状態を
決定するステップと、決定された患者の健康状態及び入
力された患者の診療記録を、ネットワークサーバに送信
して、ネットワークサーバを介して、送信された患者の
健康状態及び診療記録に対応する健康テンプレートを決
定するステップと、ネットワークサーバから、決定され
た健康テンプレートを受信するステップと、受信した健
康テンプレートから、酸素飽和度閾値範囲及び脈拍数閾
値範囲を抽出するステップと、パルスオキシメータを介
して、患者の酸素飽和度及び脈拍数を取得するステップ
と、取得した酸素飽和度及び脈拍数が、それぞれ、抽出
した酸素飽和度閾値範囲及び脈拍閾値範囲内にない場合
、取得した健康テンプレートに基づいて、１つ以上の追
加検査を提案するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の健康状態及び診療記録に基づいて追加検査を提案する方法であって、
　ユーザインターフェースを介して、前記患者の診療記録を入力するステップと、
　複数の健康センサを介して、前記患者の健康パラメータを取得するステップと、
　取得した前記健康パラメータに基づいて、前記患者の健康状態を決定するステップと、
　決定された前記患者の健康状態及び入力された前記患者の診療記録を、ネットワークサ
ーバに送信して、前記ネットワークサーバを介して、送信された前記患者の健康状態及び
診療記録に対応する健康テンプレートを決定するステップと、
　前記ネットワークサーバから、決定された前記健康テンプレートを受信するステップと
、
　受信した前記健康テンプレートから、酸素飽和度閾値範囲及び脈拍数閾値範囲を抽出す
るステップと、
　パルスオキシメータを介して、前記患者の酸素飽和度及び脈拍数を取得するステップと
、
　取得した前記酸素飽和度及び前記脈拍数が、それぞれ、抽出した前記酸素飽和度閾値範
囲及び前記脈拍閾値範囲内にない場合、取得した前記健康テンプレートに基づいて、１つ
以上の追加検査を提案するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記健康テンプレートは、喘息、低血圧、肺高血圧、ＣＯＰＤの既往歴、肺がんの既往
歴及び糖尿病の既往歴から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記健康テンプレートは、喘息であり、前記酸素飽和度閾値範囲は、１００～９４Ｓｐ
Ｏ２％であり、前記脈拍数閾値範囲は、７０～４５ＢＰＭである、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記１つ以上の追加検査は、血圧検査、呼吸速度検査及びオプションの提案検査から選
択される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記診療記録は、前記患者の病気、疾患、現在の薬物治療、家族病歴、患者情報又はこ
れらの任意の組み合わせを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記患者情報は、年齢、体重、身長又はこれらの任意の組み合わせを含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　取得した前記健康パラメータは、免疫グロブリンＥレベル、体温又は両方を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記患者の健康状態を決定するステップは、コントローラユニットによって自動的に行
われる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記患者の健康状態及び診療記録を、コントローラユニットのメモリに記憶するステッ
プを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記患者の健康状態を決定するために、前記患者の前記健康パラメータを取得するステ
ップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上の追加検査は、取得した前記健康テンプレートから抽出される、請求項１
に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記患者の前記酸素飽和度及び前記脈拍数を取得するステップは、取得した前記酸素飽
和度及び前記脈拍数が各々の閾値範囲内にある場合は、引き続き行われる、請求項１に記
載の方法。
【請求項１３】
　介護者によって提案される１つ以上の介護者提案検査を、提案される前記１つ以上の追
加検査に追加するステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　提案される前記１つ以上の追加検査を、表示デバイスに表示するステップを更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　提案される前記１つ以上の追加検査が前記患者に行われるべきであることを医師に警告
するアラームを、前記表示デバイスを介してトリガリングするステップを更に含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の健康センサは、体温計、ＥＣＧ、ＥＫＧ、血糖モニタ、血圧モニタ又はこれ
らの任意の組み合わせを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　患者の健康状態及び診療記録に基づいて追加検査を提案するシステムであって、
　前記患者の健康パラメータを取得する複数の健康センサと、
　前記患者の酸素飽和度及び脈拍数を取得するパルスオキシメータと、
　前記患者の診療記録を入力するためのユーザインターフェースを有する表示デバイスと
、
　前記複数の健康センサ、前記パルスオキシメータ及び前記表示デバイスに接続されるコ
ントローラユニットと、
　前記コントローラユニットに接続され、前記患者の健康パラメータ及び入力された前記
患者の診療記録に基づいて、健康テンプレートを決定するネットワークサーバと、
　を含む、システム。
【請求項１８】
　前記ネットワークサーバは、クラウド内に存在する、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コントローラユニットは、前記表示デバイスに接続されるスタンドアロンデバイス
である、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コントローラユニットは、前記表示デバイス内に存在する、請求項１７に記載のシ
ステム。
【請求項２１】
　前記ユーザインターフェースは、前記表示デバイスに組み込まれている、請求項１７に
記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ユーザインターフェースは、追加測定インターフェースを含む、請求項１７に記載
のシステム。
【請求項２３】
　前記コントローラユニットは、前記パルスオキシメータ内に存在する、請求項１７に記
載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　パルスオキシメトリは、患者の酸素飽和度（ＳｐＯ２）及び脈拍数を測定する効果的な
非侵襲的方法である。
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【背景技術】
【０００２】
　測定されたＳｐＯ２及び脈拍数は、患者の健康状態を示す優れた指標である。測定され
たＳｐＯ２及び脈拍数は、既知の正常範囲から外れる場合、患者が未知の状態を経験して
いることを示す。医師によって追加検査が患者に行われ、患者の現在の状態が決定される
。これらの追加検査は、患者の健康状態だけでなく患者の診療記録にも固有のものであっ
てよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、患者の健康状態及び診療記録に基づいて、追加検査を提案するシステムが
必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の幾つかの実施形態によるシステム及び方法は、患者の健康状態並びに家族の病
歴及び持病を含む診療記録に基づいて追加検査を提案するシステム及び方法に関する。シ
ステムは、患者の健康パラメータを取得する複数の健康センサと、患者の酸素飽和度及び
脈拍数を取得するパルスオキシメータと、患者の診療記録を入力するためのユーザインタ
ーフェースを有する表示デバイスとを含む。システムは更に、複数の健康センサと、パル
スオキシメータと、表示デバイスとに接続されるコントローラユニットを含む。コントロ
ーラユニットは更に、ネットワークサーバに接続される。
【０００５】
　方法は、ユーザインターフェースを介して、患者の診療記録を入力するステップと、複
数の健康センサを介して、患者の健康パラメータを取得するステップと、取得した健康パ
ラメータに基づいて、患者の健康状態を決定するステップと、決定された患者の健康状態
及び入力された患者の診療記録を、ネットワークサーバに送信して、ネットワークサーバ
を介して、送信された患者の健康状態及び診療記録に対応する健康テンプレートを決定す
るステップと、ネットワークサーバから、決定された健康テンプレートを受信するステッ
プと、受信した健康テンプレートから、酸素飽和度閾値範囲及び脈拍数閾値範囲を抽出す
るステップと、パルスオキシメータを介して、患者の酸素飽和度及び脈拍数を取得するス
テップと、取得した酸素飽和度及び脈拍数が、それぞれ、抽出した酸素飽和度閾値範囲及
び脈拍閾値範囲内にない場合、取得した健康テンプレートに基づいて、１つ以上の追加検
査を提案するステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本発明の更なる理解を提供するために含まれる添付図面は、本発明の実施形態を例示す
るために本明細書に組み込まれている。説明と共に、図面は、本発明の原理の説明にも役
立つ。
【０００７】
【図１】図１は、本発明の好適な実施形態による、患者の健康状態及び診療記録に基づい
て追加検査を提案するシステムのブロック図を示す。
【図２】図２は、本発明の好適な実施形態によるフローチャートを示す。
【図３Ａ】図３Ａは、表示デバイスを示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ユーザインターフェースを有する表示デバイスを示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の好適な実施形態によるユーザインターフェースを示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の好適な実施形態によるユーザインターフェースを示す。
【図５】図５は、本発明の第２の実施形態による、患者の健康状態及び診療記録に基づい
て追加検査を提案するシステムのブロック図を示す。
【図６】図６は、パルスオキシメータソフトウェアのフローチャートを示す。
【図７】図７は、ネットワークサーバソフトウェアのフローチャートを示す。
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【図８】図８は、ネットワーク健康テンプレートデータベースを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、ユーザインターフェースを介して、患者の診療記録を入力するステップと、
複数の健康センサを介して、患者の健康パラメータを取得するステップと、取得した健康
パラメータに基づいて、患者の健康状態を決定するステップと、ネットワークサーバに、
決定された患者の健康状態及び入力された患者の診療記録を送信して、ネットワークサー
バを介して、送信された患者の健康状態及び患者の診療記録に基づいて健康テンプレート
を決定するステップと、ネットワークサーバから、決定された健康テンプレートを受信す
るステップと、受信した健康テンプレートから、酸素飽和度閾値及び脈拍数閾値範囲を抽
出するステップと、パルスオキシメータを介して、患者の酸素飽和度及び脈拍数を取得す
るステップと、取得した酸素飽和度及び脈拍数が抽出した酸素飽和度閾値及び脈拍数閾値
範囲内にない場合、取得した健康テンプレートから追加検査を提案するステップとを含む
、患者の健康状態及び診療記録に基づいて追加検査を提案する方法に関する。
【０００９】
　本発明は更に、患者の健康パラメータを取得するための複数の健康センサと、患者の酸
素飽和度及び脈拍数を取得するためのパルスオキシメータと、患者の診療記録を入力する
ためのユーザインターフェースを有する表示デバイスと、複数の健康センサ、パルスオキ
シメータ及び表示デバイスに接続されるコントローラユニットと、コントローラユニット
に接続され、患者の健康状態及び入力された患者の診療記録に基づいて健康テンプレート
を決定するネットワークサーバとを含む、患者の健康状態及び診療記録に基づいて追加検
査を提案するシステムに関する。
【００１０】
　図１に示される本発明の好適な実施形態では、患者の健康状態及び診療記録に基づいて
追加検査を提案するシステムは、複数の健康センサ１００と、パルスオキシメータ１０２
と、コントローラユニット１０４と、ユーザインターフェース１０８を有する表示デバイ
ス１０６とを含む。コントローラユニット１０４は、プロセッサ１１０、メモリ１１２及
び通信モジュール１１４を含む。更に、複数の健康センサ１００、パルスオキシメータ１
０２及び表示デバイス１０６は、コントローラユニット１０４に接続される。コントロー
ラユニット１０４は更に、通信リンク１１８を介して、ネットワークサーバ１１６に接続
される。
【００１１】
　図２は、本発明の好適な方法を示す。医師が、ユーザインターフェース１０８を介して
、患者の診療記録を入力する（ステップ２００）。入力された診療記録は、患者の病気、
疾患、現在の薬物治療、家族病歴及び年齢、体重、身長といった様々な患者情報を含む。
その後、複数の健康センサ１００を介して、患者の健康パラメータが取得される（ステッ
プ２０２）。取得される健康パラメータの例は、血液検査デバイスによって取得される免
疫グロブリンＥ（ＩｇＥ）レベル及び体温計によって取得される体温である。
【００１２】
　取得した健康パラメータ（ステップ２０２）に基づいて、患者の健康状態が決定される
（ステップ２０８）。好適には、患者の健康状態の決定は、本明細書において説明される
ように、コントローラユニット１０４によって自動的に行われる。オプション的に、患者
の健康状態の決定は、医師によって手動で行われる。次に、決定された患者の健康状態は
、ユーザインターフェース１０８に入力される。患者の健康状態及び診療記録は、コント
ローラユニット１０４のメモリ１１２に記憶される。取得した免疫グロブリンＥ（ＩｇＥ
）レベル及び体温に基づいて、例えばコントローラユニット１０４は、患者が喘息を有し
、体温は正常であることを決定する。更に、患者のより正確な健康状態（２０６）を可能
とするために、介護者が、健康センサによって取得された健康パラメータ（例えば呼吸速
度）に追加検査を行ってよい（２０４）。
【００１３】
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　その後、患者の健康状態及び患者の診療記録は、通信モジュール１１４を介して、ネッ
トワークサーバ１１６に送信される。送信は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）を介して無線で行
われても、ＵＳＢケーブルを介して有線で行われてもよい。次に、ネットワークサーバ１
１６は、送信された患者の健康状態及び診療記録に基づいて、健康テンプレートを決定す
る（ステップ２１０）。本発明の幾つかの実施形態によれば、健康テンプレートは、酸素
飽和度、脈拍数閾値範囲並びに患者の健康状態及び診療記録に関連する追加検査を含む。
決定された健康テンプレートは、次に、ネットワークサーバ１１６によって、コントロー
ラユニット１０４に送信され、コントローラユニット１０４によって受信される（ステッ
プ２１２）。
【００１４】
　次に、受信した健康テンプレートは、コントローラユニット１０４によって抽出され、
酸素飽和度閾値、脈拍数閾値範囲並びに患者の健康状態及び診療記録に関連する追加検査
が抽出される（ステップ２１４）。これらの抽出された閾値範囲は、コントローラユニッ
ト１０４によって、追加検査を提案するためのトリガとして設定される。トリガの設定は
、コントローラユニット１０４によって自動的に行われても、ユーザインターフェース１
０８を介して、医師によって手動で行われてもよい。例えば脈拍数の閾値範囲は４５ＢＰ
Ｍ未満である一方で、酸素飽和度の閾値範囲は９４％未満である。
【００１５】
　抽出した閾値範囲を設定後、パルスオキシメータ１０２は、患者の酸素飽和度及び脈拍
数を取得する（ステップ２１６）。コントローラユニット１０４は、取得した酸素飽和度
及び脈拍数が、抽出した酸素飽和度閾値及び脈拍数閾値範囲内であるかどうかを決定する
（ステップ２１８）。取得した酸素飽和度及び脈拍数が、各々の閾値範囲内にある場合、
パルスオキシメータ１０２は、患者の酸素飽和度及び脈拍数を引き続き取得する（ステッ
プ２１６）。或いは、取得した酸素飽和度及び脈拍数が、各々の閾値範囲内にない場合、
コントローラユニット１０４が、取得した健康テンプレートから抽出された追加検査を提
案する（ステップ２２０）。更に、介護者が、介護者自身が提案する検査を入力してもよ
く（２２２）、介護者提案検査は、ユーザインターフェース上の提案検査リストに加えら
れる（２２４）。
【００１６】
　例えば取得した酸素飽和度が９２％であり、取得した脈拍数が３８ＢＰＭである。これ
らの取得パラメータは、各々の閾値範囲を下回る。これを受けて、コントローラユニット
１０４は、健康テンプレートから抽出された追加検査を提案する。患者の健康状態及び診
療記録に基づいて、提案される追加検査は、血圧検査及び呼吸速度検査である。
【００１７】
　本発明の好適な実施形態によれば、提案される追加検査は、表示デバイス１０６に表示
される。提案される追加検査が患者に行われるべきであることを医師に警告するアラーム
も表示デバイス１０６を介してトリガされてよい。
【００１８】
　複数の健康センサ１００を用いて、患者の健康パラメータが取得される。これらの取得
健康パラメータは、患者の健康状態を決定するために使用される。使用される複数の健康
センサ１００の例には、体温計、ＥＣＧ、ＥＫＧ、血糖モニタ及び血圧モニタが含まれる
。本発明のパルスオキシメータ１０２は、好適には、患者の指に着用され、患者の酸素飽
和度及び脈拍数を測定する携帯型パルスオキシメータデバイスである。本明細書において
使用されるネットワークサーバ１１６は、例えばコントローラユニット１０４の付近にあ
ってよい。本発明の別の実施形態では、ネットワークサーバ１１６は、クラウドサーバに
ある。コントローラユニット１０４は、好適には、表示デバイス１０６に接続されるスタ
ンドアロンデバイスであり、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、モ
バイルホン、タブレットコンピュータ又はＰＤＡであってよい。本発明の別の実施形態で
は、コントローラユニット１０４は表示デバイス１０６内にある。
【００１９】



(7) JP 2018-527133 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

　本発明の様々な実施形態によれば、メモリ１１２は、高速ランダムアクセスメモリ、又
は、磁気ディスクストレージデバイス、光学ストレージデバイス又はフラッシュメモリと
いった不揮発性メモリを含む。メモリ１１２は更に、本発明に開示されるシステムの処理
、特徴及びアプリケーションを手助けするソフトウェア命令も記憶する。通信モジュール
１１４は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、赤外線、ＮＦＣ、無
線周波数、セル式通信、可視光通信、Ｌｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａｘ、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標
）、光ファイバ及び他の形のワイヤレス通信デバイスに使用される任意の送信器又は受信
器を含む。或いは、通信モジュール１１４は、ＵＳＢケーブルといった物理的なチャネル
又は他の有線形式の通信を含む。
【００２０】
　図３Ａは、当技術分野において知られている例示的な表示デバイス１０６を示す。表示
グラフ３００は、酸素飽和度測定値及び脈拍数測定値対時間のグラフを示す。この表示グ
ラフ３００によって、医師は、パルスオキシメータ１０２の前の測定値だけでなく、測定
値の線傾向も見ることができる。現在のＳｐＯ２測定値３０２及び現在の脈拍数測定値３
０４も表示デバイス１０６に表示される。
【００２１】
　図３Ｂは、本発明のシステムの実施形態の幾つかによる、例示的なユーザインターフェ
ース１０８を有する例示的な表示デバイス１０６を示す。幾つかの実施形態では、ユーザ
インターフェース１０８は表示デバイス１０６に組み込まれている。表示デバイス１０６
は、ユーザからの触覚情報を受信可能であるタッチスクリーンディスプレイである。医師
は、患者の診療記録及び家族病歴を、それぞれ、電子カルテ（ＥＭＲ）インターフェース
３０６及び家族病歴インターフェース３０８を介して入力する。これらのインターフェー
ス３０６及び３０８については以下に説明する。追加測定インターフェース３１４によっ
て、医師が、ディスプレイ上に表示されていない追加の医用測定を調べ、患者の電子カル
テにどの測定が追加されるべきであるかを選択することができる。インターフェース３１
０は、患者が現在患っている病気でありうる患者病歴を示す。インターフェース３１０は
更に、健康テンプレートから抽出された脈拍数閾値範囲及び酸素飽和度閾値範囲も示す。
提案検査インターフェース３１２は、患者の健康状態及び診療記録に関して提案される追
加検査を示す。図示されるように、喘息を有する患者に提案される追加検査は、血圧検査
及び呼吸速度検査である。医師は、提案検査（オプションの提案検査）を追加する選択肢
が与えられ、これは、医師が、患者の適切な診断を行うのに関連性があると思われる医師
自身の検査を選択することを可能にし、これらの選択された検査は、提案検査リストに加
えられる。
【００２２】
　図４Ａは、本発明の好適な実施形態による例示的なＥＭＲインターフェース３０６を示
す。ＥＭＲインターフェース３０６は、様々な患者情報４００、患者の既知の不調／疾患
４０２及び現在の薬物治療４０４を表示する。図４Ｂは、本発明の好適な実施形態による
例示的な家族病歴インターフェース３０８を示す。家族病歴インターフェース３０８は、
様々な患者情報４００と、患者の家族構成員及び彼らの対応する疾患４０６とを表示する
。
【００２３】
　図５に示される本発明の第２の実施形態では、患者の健康状態及び診療記録に基づいて
追加検査を提案するシステムは、パルスオキシメータ５００及びネットワークサーバ５０
２を含む。パルスオキシメータ５００及びネットワークサーバ５０２は、通信リンク５０
４を介して互いに接続される。パルスオキシメータ５００は、パルスオキシメータ基本ソ
フトウェア５０８、パルスオキシメータＧＵＩ５１０及びパルスオキシメータ患者データ
ベース５１２を記憶するメモリ５０６を含む。パルスオキシメータ５００は更に、複数の
センサ５１４、複数のＬＥＤ５１６、アラーム５１８、プロセッサ５２０、クロック５２
２、ディスプレイ５２４、通信モジュール５２６及び電源５２８を含む。ネットワークサ
ーバ５０２は、ネットワーク基本ソフトウェア５３０、ネットワーク健康テンプレートデ
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ータベース５３２、ネットワーク家族病歴データベース５３４、ネットワーク提案検査デ
ータベース５３６及びネットワーク患者病歴データベース５３８を記憶する。
【００２４】
　図６は、本発明の第２の実施形態において説明されるパルスオキシメータ基本ソフトウ
ェア５０８の処理を示す。処理は、パルスオキシメータ５００が、酸素飽和度及び脈拍数
の測定といった基本動作を実行することによって開始する（ステップ６００）。次に、パ
ルスオキシメータソフトウェアは、医師が追加の測定を選択したかどうかを決定する。追
加検査が選択されなかった場合、パルスオキシメータ測定値がパルスオキシメータ患者デ
ータベースに記憶される（ステップ６０２）。しかし、追加検査が選択された場合、追加
検査が行われて追加医用データが収集される（ステップ６０４）。次に、これらの測定値
はパルスオキシメータ患者データベース５１２に記憶され（ステップ６０６）、ディスプ
レイ５２４に送信される（ステップ６０８）。その後、パルスオキシメータ５００は、ネ
ットワークサーバ５０２が利用可能であるかどうかを確認する（ステップ６１０）。ネッ
トワークサーバ５０２が利用可能ではない場合、パルスオキシメータ５００は、基本動作
を引き続き実行する（ステップ６００）。ネットワークサーバ５０２が利用可能である場
合、パルスオキシメータ患者データベース５１２に記憶されたデータが、ネットワーク基
本ソフトウェア５３０に送信される（ステップ６１２）。その後、パルスオキシメータ５
００は、ネットワークサーバ５０２からネットワーク健康テンプレートを受信する（ステ
ップ６１４）。
【００２５】
　ネットワーク健康テンプレートと共に、ネットワーク患者病歴データベース５３８及び
ネットワーク家族病歴データベース５３４に記憶されているデータもパルスオキシメータ
５００によって受信される（ステップ６１６）。次に、パルスオキシメータ患者データベ
ース５１２に記憶されているデータが、受信したネットワーク健康テンプレートの対応す
るデータと比較される（ステップ６１８）。その後、パルスオキシメータ５００は、測定
値が閾値範囲を超えるかどうかを決定する（ステップ６２０）。測定値が閾値範囲を超え
ない場合、パルスオキシメータ５００は、処理を再開する（ステップ６００）。或いは、
測定値が閾値範囲を超える場合、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０８が、超えた
閾値を抽出する（ステップ６２２）。次に、抽出された閾値はネットワークサーバ５０２
に送信される（ステップ６２４）。その後、パルスオキシメータ５００は、ネットワーク
基本ソフトウェア５３０から提案検査を受信する（ステップ６２６）。最後に、受信した
提案検査は、ディスプレイ５２４に送信される（ステップ６２８）。パルスオキシメータ
ソフトウェアは、医師からの追加検査があるかどうかを決定する（ステップ６３０）。追
加の提案検査があれば、提案検査は、提案検査リストに表示され（ステップ６３２）、追
加の提案検査がなければ、処理は終了する。
【００２６】
　図７は、本発明の第２の実施形態において説明されるネットワーク基本ソフトウェア５
３０の処理を示す。処理は、パルスオキシメータ５００が利用可能であるかどうかを決定
することから開始する（ステップ７００）。パルスオキシメータ５００が利用可能ではな
い場合、ネットワークサーバ５０２は、パルスオキシメータ５００を引き続きポーリング
する（ステップ７０２）。パルスオキシメータ５００が利用可能である場合、ネットワー
クサーバ５０２は、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０８から、パルスオキシメー
タ患者データベース５１２に記憶されているデータを受信する（ステップ７０４）。受信
データは、次に、更新のためにネットワーク患者病歴データベース５３８に追加される（
ステップ７０６）。ネットワーク基本ソフトウェア５３０は、更新されたネットワーク患
者病歴データベース５３８に記憶されているデータを、ネットワーク健康テンプレートデ
ータベース５３２に記憶されている対応するデータと比較する（ステップ７０８）。その
後、健康テンプレートが抽出され（ステップ７１０）、次に、ネットワーク患者病歴デー
タベース５３８及びネットワーク家族病歴データベース５３４に記憶されているデータと
共に（ステップ７１４）、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０８に送信される（ス
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テップ７１２）。次に、ネットワーク基本ソフトウェア５３０は、ネットワークサーバ５
０２が、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０８から抽出閾値を受信したかどうかを
確認する（ステップ７１６）。ネットワークサーバ５０２が抽出閾値を受信しなかった場
合、ネットワーク基本ソフトウェア５３０は、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０
８から、パルスオキシメータ患者データベース５１２に記憶されているデータを受信する
処理に戻る（ステップ７０４）。或いは、ネットワークサーバ５０２が抽出閾値をしなか
った場合、ネットワーク基本ソフトウェア５３０は、受信閾値を、ネットワーク提案検査
データベース５３６に記憶されている対応するデータと比較する（ステップ７１８）。最
後に、提案される検査が、ネットワーク提案検査データベース５３６から抽出され（ステ
ップ７２０）、次に、パルスオキシメータ基本ソフトウェア５０８に送信される（ステッ
プ７２２）。
【００２７】
　図８は、健康状態がこれに対して対照される様々な健康テンプレート８００と、各健康
テンプレートに対する対応するＳＯＰ２閾値８０２及び脈拍数閾値８０４とを表示する例
示的なネットワーク健康テンプレートデータベース５３２を示す。
【００２８】
　本発明は、上記本発明の幾つかの例示的な実施形態に限定されることを意図していない
。当業者によって想像可能である他の変形態様も本開示の範囲に含まれることを意図して
いる。

【図１】 【図２】



(10) JP 2018-527133 A 2018.9.20

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図７】 【図８】
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